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●　事務局だより　●

第78号をお届けします。
◇　警察庁生活安全局の「平成21年度中の不
動産事犯の検挙状況と主な検挙事例」におい

て、暴力団員が関与した事件の検挙状況の報

告があります。現在、金融業界をはじめ各業

界において「反社会的勢力の排除」に向けて

積極的な取り組みがなされています。不動産

業界においても、暴力団関係団体・構成員等

の不動産取引からの排除に向けて、不動産売

買契約書・賃貸借契約書に暴力団排除条項を

入れるべく検討が進められています。近く暴

力団排除条項のひな形が示されるものと思わ

れます。業界全体で積極的に取り組むことが

望まれるところです。本誌でも改めてこの問

題についてはとり上げたいと思います。

◇　毎年、譖首都圏不動産公正取引協議会か

ら「不動産広告の違反事例について」寄稿い

ただいています。規約に反するルール無視の

広告が後を絶ちません。最近は、インターネ

ット広告違反が目に付きます。広告は不動産

取引における入口にあたります。入口部分か

ら違反していては、宅建業者としての基本姿

勢が疑われます。適正な広告・適正な取引に

より業界の信頼を高めていきましょう。

◇　平成22年３月末日現在の宅建業者と取引
主任者の統計が纏まりましたので掲載しまし

た。平成21年度末の業者数は126,477業者と
なっています。前年度より約1,000業者減少
（0.8％）し４年連続の減少です。いまだ経済
情勢が厳しいこと等から新規免許数が減少し

ていることが影響しているようです。

また、引き続き個人業者の高齢化が進んで

おり、東京の平均年齢は67.5歳となっていま
す。

◇　本号では特集記事として、①分譲マンシ

ョン管理における信託活用の可能性について

の第２回　②不動産取引におけるＰＣＢ問題

③賃貸住宅の原状回復紛争に係る少額訴訟の

研究調査を掲載しました。②のＰＣＢ問題は

現時点において取引上特に大きな問題が生じ

ているわけではありませんが、紛争予防的観

点から解説したものです。③の少額訴訟の研

究調査は３回にわたり研究結果を報告の予定

です。少額訴訟は和解で解決されることが多

く、具体的内容・実態が把握しずらい面があ

ります。そこで簡易裁判所に出向き裁判を傍

聴するなどにより調査しました。原状回復・

敷金精算紛争の改善方策を考察します。

◇　最近の判例からは、19の裁判例を掲載し
ました。「ＬＰガス設備の貸与契約の解約に

伴う補償費に関するもの」「未完成の分譲マ

ンションにおいて、媒介業者が図面を取り違

えて説明してしまい報酬返還請求されたも

の」など、実務に参考になる裁判例を集めて

みました。

◆　前回77号の最近の判例から（13）は、タイ
トルが「業者間売買において、……」となっ

ていますが、事案の概要では原告Ｘを「非宅

建業者」と表記しています。これは、原告は

不動産の売買、管理等を業とする有限会社で

ある一方で、宅建業法の免許を受けていない

ことから、このように表記しました。
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